
広
島
県
告
示
第
三
百
十
八
号 

都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り
都
市

公
園
の
供
用
を
開
始
す
る
。

 
 

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

広
島
県
知
事
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一 

都
市
公
園
の
名
称
、
位
置
及
び
区
域

１ 

名
称

 
 

広
島
県
立
せ
ら
県
民
公
園

２ 

位
置

世
羅
郡
世
羅
町
大
字
黒
渕

３ 

区
域

 
 

次
の
図
に
示
す
区
域

 

（
「
次
の
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
都
市
局
都
市
政
策
課
及
び
広
島
県
東
部
建
設
事
務
所

三
原
支
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

二 

供
用
開
始
の
期
日

 
 

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日


